
産業廃棄物処理
施設の設置許可
申請又は届出前 事業者⇒市長

事業者⇒市長

関係住民に周知させるための計画書

周知計画書
の提出後速
やかに

印刷物の配布,　日刊
新聞紙への掲載等

事業者⇒関係住民

関係住民　⇒
市長及び事業者

事業者⇒市長

説明会で配付した書類及び図面を添付

市⇒事業者

市と事業者

　　　　　　　　和歌山市産業廃棄物処理施設の設置に係る紛争の予防に関する条例フロー

事業計画書

設置の目的又は設置理由　
種類及び処理する産廃の種類
設置場所
処理能力
処理方法，構造及び設備の概要
生活環境の保全のための措置及び効果
許可の種類等

周知計画書

説明会の開催に関する事項
広告及び縦覧に関する事項

広告

事業者の氏名及び住所
縦覧場所及び期間
説明会の場所及び日時等

説明会の開催 事業計画書の縦覧

事業計画について周知を図るため 広告をした日から起算して30日間
開催場所は関係住民の交通の便を考慮 毎日１０時～１６時
事業計画の内容を平易に記載した書類
又は図面を配付し説明
意見書の提出ができることを述べる

関係住民の意見書の提出

広告のあった日の翌日から起算して４５日を経過する日
まで
ただし，縦覧期間中に説明会が終了しない場合は，説明
会終了した日の翌日から２週間を経過する日まで

意見を記載した書面を市長及び事業者に提出できる

説明会実施状況の報告書の提出

説明会の開催場所及び日時

不履行の場合の措置に関する事項

その他地域における健全な生活環境の維持及び向上に
必要と認める事項

産業廃棄物処理施設の設置許可申請

説明会の概要
説明会の記録等

事業者への指導又は助言

協定の締結

生活環境の保全のための措置に関する事項
生活環境の維持及び向上に関する協定の履行の保証


